
（別紙２）

（別紙２）特定個人情報の移転先

 移転先1 保健福祉局障害保健福祉推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しく
は障害児入所医療費の支給、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ②移転先における用途
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由
児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービ
スの提供若しくは措置又は費用の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先2 保健福祉局障害保健福祉推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先3 保健福祉局障害保健福祉推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に
関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）
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 ②移転先における用途
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に
関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先4 保健福祉局障害保健福祉推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先5 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ②移転先における用途
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年
金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先6 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 移転先7 保健福祉局障害保健福祉推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地
域生活支援事業の実施に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ②移転先における用途

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は
精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する
事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先8 保健福祉局こころの健康増進センター

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収
金の徴収に関する事務
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先9 保健福祉局福祉のまちづくり推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 専用線

[ ] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙
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 移転先10 保健福祉局福祉のまちづくり推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ②移転先における用途 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給，保険料その他徴収金の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先11 保健福祉局福祉のまちづくり推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先12 保健福祉局福祉のまちづくり推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）
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 ②移転先における用途 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先13 保健福祉局福祉のまちづくり推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先14 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 児童福祉法による里親の認定、養育里親の登録に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ②移転先における用途
児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する
事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先15 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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 移転先16 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ②移転先における用途 母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先17 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先18 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦につ
いての便宜の供与に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）
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（別紙２）

 ②移転先における用途 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先19 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先20 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ②移転先における用途
児童福祉法による保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の
実施に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先21 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
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（別紙２）

 移転先22 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部児童福祉センター児童相談所

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ②移転先における用途 老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先23 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途 介護保険法による地域支援事業の実施に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先24 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ] その他 （ ）

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙
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（別紙２）

 移転先25 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ②移転先における用途 予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先26 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先27 保健福祉局保健衛生推進室医療衛生企画課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関
する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）
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（別紙２）

 ②移転先における用途 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 移転先28 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先29 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務、児童福祉法による療育の給付に関
する事務（結核児童療育給付）
母子保健法による費用の徴収に関する事務（未熟児養育医療）
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する
事務（育成医療）

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ②移転先における用途 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先30 都市計画局住宅室住宅管理課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

] 紙

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）
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（別紙２）

 ②移転先における用途
住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者
に対する措置に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 移転先31 都市計画局住宅室住宅管理課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先32 都市計画局住宅室住宅管理課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途 京都市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定による医療費の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先33 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）
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（別紙２）

 ②移転先における用途 京都市重度心身障害者医療費支給条例の規定による医療費の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 移転先34 保健福祉局障害保健福祉推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途 京都市老人医療費支給条例の規定による医療費の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先35 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途
高等学校及びこれに相当する学校（専修学校及び各種学校を含む。）における修学の援助に関する事
務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先36 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）
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（別紙２）

 ②移転先における用途 生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 移転先37 保健福祉局福祉のまちづくり推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者（重度の障害がある者に限る。）に対する健
康管理費の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先38 保健福祉局福祉のまちづくり推進室

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途 京都市敬老乗車証条例の規定による敬老乗車証の交付に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先39 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）
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（別紙２）

 ②移転先における用途
介護保険法の規定による保険給付の支給に係る利用者負担額の減額又は軽減に関する事務（社会福
祉法人による利用者負担軽減制度）

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 移転先40 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途
児童福祉法の規定による医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具
の給付に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先41 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途
京都市市営住宅条例の規定による二条市営住宅、南岩本市営住宅、高瀬川南市営住宅、山ノ本市営
住宅及び更新住宅の管理に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

 移転先42 都市計画局住宅室住宅管理課

 ①法令上の根拠 番号法第９条第２項に基づく条例

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）
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（別紙２）

 ②移転先における用途 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に関する事務

 ③移転する情報 個人市民税賦課情報

 移転先43 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 ①法令上の根拠 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第１１条

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 100万人以上1,000万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会のある都度

[ ○ ] その他 （ 本市共通システム基盤の情報提供機能 ）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 専用線

[ ] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
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